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令和７年第４回中頓別町議会定例会会議録

〇議事日程（第２号）

令和７年１２月１１日（木曜日） 午後 １時００分開議

第 １ 議案第７６号 中頓別町の情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制

定について

第 ２ 議案第７７号 中頓別町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

第 ３ 議案第７８号 アナログ規制の見直しに伴う関係例規の整備に関する条例の制定

について

第 ４ 議案第７９号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定について

第 ５ 議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

第 ６ 議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

第 ７ 議案第８２号 令和７年度中頓別町一般会計補正予算

第 ８ 議案第８３号 令和７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算

第 ９ 議案第８４号 令和７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

第１０ 議案第８５号 令和７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算

第１１ 議案第８６号 令和７年度中頓別町水道事業会計補正予算

第１２ 議案第８７号 令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正

予算

第１３ 議案第８８号 令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス事

業勘定）補正予算

第１４ 閉会中の継続調査申出について

〇出席議員（８名）

１番 蓮 尾 純 一 君 ２番 吉 田 智 一 君

３番 髙 橋 憲 一 君 ４番 長谷川 克 弘 君

５番 宮 崎 泰 宗 君 ６番 細 谷 久 雄 君

７番 西 浦 岩 雄 君 ８番 星 川 三喜男 君

〇欠席議員（０名）

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名
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町 長 小 林 生 吉 君

副 町 長 遠 藤 義 一 君

教 育 長 大 島 朗 君

総 務 課 長 永 田 剛 君

総務課防災・行政
市 本 功 一 君

デジタル化担当課長

総務課住民担当課長 石 川 章 人 君

政 策 経 営 課 長 長 尾 享 君

政 策 経 営 課
野 田 繁 実 君

まちづくり担当課長

産 業 課 長 平 中 敏 志 君

産業課商工労働・
観光まちづくり 矢 部 智 彦 君
担 当 課 長

産業課林務・基盤
西 川 明 文 君

整 備 担 当 課 長

産 業 課 参 事 兼
北 村 哲 也 君

農業委員会事務局長

産 業 課 主 幹 原 岡 将 史 君

建 設 課 参 事 北 村 正 樹 君

建設課上下水道
後 藤 晃 昭 君

担 当 課 長

保 健 福 祉 課 長 土 屋 順 一 君

保 健 福 祉 課
相 馬 正 志 君

保 健 担 当 課 長

保健福祉課主幹 西 巻 俊 英 君

保健福祉課主幹 五十嵐 弘 将 君

保健福祉課主幹 荒 川 亜希子 君

教 育 次 長 笹 原 等 君

国保病院事務長 西 村 智 広 君
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〇職務のため出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 今 野 真 二 君

議会事務局書記 姉 歯 彩 君
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◎議長の挨拶

〇議長（星川三喜男君） 皆さん、こんにちは。議員各位におかれましては、令和７年第

４回定例会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

◎開議の宣告

〇議長（星川三喜男君） 定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年第４回中

頓別町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付した議事日程第２号のとおりです。

（午後 １時００分）

◎議案第７６号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１、議案第７６号 中頓別町の情報通信技術を活用した

行政の推進に関する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 本日もよろしくお願いいたします。議案第７６号 中頓別町の情

報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、永田総務課長から説明を

させていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） よろしくお願いいたします。議案第７６号 中頓別町の情報

通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてを説明申し上げます。

３ページをお開き願います。議案第７６号 中頓別町の情報通信技術を活用した行政の

推進に関する条例の制定について。

中頓別町の情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

制定の要旨を説明申し上げます。６ページをお開き願います。制定の要旨、本条例は情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第２１条にのっとり、地方公共団体にお

ける情報通信技術の進展への取組に努力するため、支障となるアナログ規制の取扱いにつ

いて規定するものです。国から地方公共団体に求められていますアナログ規制の見直しは、

目視規制、実地監査規制、定期検査、点検規制、常駐、専任規制、対面講習規制、書面掲

示規制、往訪閲覧、縦覧規制の７項目におけるデジタルの活用での改善が求められていま

す。中頓別町の条例規則のうちアナログ規制に該当の可能性ありとされた１，１４０項目

を精査し、そのうち定期検査３７項目、対面講習、書面掲示、往訪閲覧６０項目、目視、

実地検査６１項目、常駐、専任１５項目、記録媒体５項目の計１７８項目がアナログ規制

の対象である旨を検証しました。本条例は、国における各規制の類型化フェーズの確認作
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業に基づき当町で対応が可能と思われる方法によりこれらの規制をデジタル技術の活用に

より代えることができることを規定するものです。

次に、制定の内容を説明申し上げます。４ページをお開き願います。第１条の目的では

法律にて努力義務とされています地方公共団体の情報通信技術の発展への対応について、

職員の労力の省力化及び町民、関係企業の負担軽減を目的としてアナログ規制を廃止、デ

ジタル化を促進することを規定しています。

第２条では、閲覧及び縦覧についてインターネットやパソコン画面の表示により行うこ

とを標準とする旨を規定、ただし設備が整わない場合は従来のとおりとします。

第３条の点検、巡視、調査、監査及び監視については、デジタル技術を活用し、目視で

の点検等を免除できることを規定しています。

第４条の研修、講習及び訓練及び第５条の面接及び訪問について、インターネットを活

用して行うことができるよう規定します。

第６条の工事等における現場代理人の常駐及び第７条の工事等における主任技術者、監

理技術者の選任について、オンライン会議や遠隔監視装置等の情報通信機器により常駐や

選任を免除できるよう規定します。ただし、安全性や適切な管理が可能であると工事監督

者または業務担当者が判断した場合に限ります。

第８条の定期検査の公表については、原則インターネットを活用することを規定します。

第９条では、契約はシステムが整った場合は電子契約を標準とすることを規定します。

第１０条では、電子請求書を受理することを規定しています。

第１１条は、町長への委任の規定となっています。

附則、この条例は、公布の日から施行する。

以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７６号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第７６号 中頓別町の情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の

制定の件は原案のとおり可決されました。
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◎議案第７７号

〇議長（星川三喜男君） 日程第２、議案第７７号 中頓別町行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７７号、中頓別町行政手続等における情報通信技術の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、永田総務課長から説明をさせていた

だきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） 議案第７７号 中頓別町行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを説明申し上げます。

７ページをお開き願います。議案第７７号 中頓別町行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

中頓別町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

改正の要旨を説明申し上げます。１５ページをお開き願います。改正の要旨、本条例は

電子情報処理組織を使用した電子申請に係る条例です。国の法律である情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）の一部改正及び第１６条

第１項の趣旨にのっとり条例の一部を改正するものです。具体的には、アナログ規制に関

する規定を盛り込みながら納付規定の追加、部分申請規定の追加、町の機関等の事務の簡

素化の追加、様式の変更の規定の追加、添付書類等の省略の規定の追加、電子情報処理組

織の使用に関する状況の公表についてインターネットの利用による公表に変更するもので

す。下段に参考としまして情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第１６条第

１項の条文を掲載しております。

次に、改正の内容を新旧対照表を基にご説明申し上げます。１１ページをお開き願いま

す。第１条ではこの条例に係る国の法律を規定、第２条の定義では第１１号として電子情

報処理組織の定義を追加しました。

第３条第５項では、手続における手数料等について電子情報処理組織を使用する方法で

納付できる規定を追加、規則では納付書の発行ではなく、納付連絡により通知するものと

いたしました。

第６項では、部分申請規定を追加するものであり、電子申請で対応できない部分を除き、

電子申請を可能とするものです。なお、今後の電子情報システムの発達により不可とされ

ている対面による本人確認はインターネットで、また原本確認においても電磁的記録の添

付により代えることができる旨を規定をしています。

第４条第１項の処分通知等に関しては、電子情報処理組織を第２項で定義しましたので、
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括弧書きを削除、また希望により書面等で処分通知等を交付できる旨を規定します。これ

は、当町のＤＸ推進計画にのっとり住民の希望によりデジタルでも書面でも適用可能とす

る規定としています。

第７条第３項では、手続の簡素化のみならず、町の機関等の事務の簡素化及び合理化に

も努めるという規定を追加しています。

第４項は様式の変更を規定するもので、条例等で掲げている様式を簡素化、合理化を実

現するため変更できる旨を規定しています。規則では、施行段階における様式の変更及び

国の電子手続における標準様式の使用を可能としています。

第８条は、添付書類等の省略を規定するもので、規則で定めるものとしては行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例第４条、第５条に規定されている手続における添付書

類の省略としました。

第９条における手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表については、

事前、事後とも告示を原則としていましたが、法の改正によりインターネットの利用によ

り事後の使用状況を公表するよう規定をしております。

１０ページをお開きください。この条例は、公布の日から施行する。

以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま総務課長から説明が終わりましたので、これより質疑

を行います。

蓮尾君。

〇１番（蓮尾純一君） 具体的にどのように町民側にメリットというか、具体的な事例を

ちょっと、こういう事例でこういうふうにこの条例を使いますというのが少しあれば、教

えていただきたいなと思います。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） 具体的には、いろいろあるとしかちょっと言いようがないの

ですけれども、今やっていますのは住民票の例えば申請とかです。そういうものでいけば、

電子上で申請をすることを受付をしていたり、始めてはきてはいるところでして、その他

電子申請で申請できるように様式を今整理しているところになっていまして、各課でいろ

いろ申請をするもの、例えば公営住宅の申請とかもそうですけれども、そういったものも

電子上で申請をしてもらうようなことも可能になっているというところで、確認書類につ

いても電子上で確認できるものについてはそれをもって、今までは書類的なもの持ってき

てもらっていましたけれども、そういったものも随時電子上で確認をできるものはそれで

済ませていこうというもので、なるべく電子上で完結をしていこうということで、全体的

に今いろんなものをそろえていっている最中でして、そういった行政上の手続をそういう

ものに移行しているというところでございます。
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〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより

討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７７号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第７７号 中頓別町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第３、議案第７８号 アナログ規制の見直し

に伴う関係例規の整備に関する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７８号 アナログ規制の見直しに伴う関係例規の整備に関

する条例の制定について、永田総務課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課長。

〇総務課長（永田 剛君） 議案第７８号 アナログ規制の見直しに伴う関係例規の整備

に関する条例の制定についてを説明申し上げます。

１６ページをお開き願います。議案第７８号 アナログ規制の見直しに伴う関係例規の

整備に関する条例の制定について。

アナログ規制の見直しに伴う関係例規の整備に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

制定の要旨を説明申し上げます。３１ページをお開き願います。改正の要旨、国から地

方公共団体に求められていますアナログ規制の見直しは目視規制、実地監査規制、定期検

査、点検規制、常駐、専任規制、対面講習規制、書面掲示規制、往訪閲覧、縦覧規制の７

項目に加え、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制が対象となり、デジタルを

活用し、対応できるよう規定の見直しが求められています。このうち本整備条例により対

面規制、書面掲示規制及びフロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制に該当する規

定の見直しを図るため、関係する８つの条例を改正するものです。このほか条例、規則等

に規定されているアナログ規制は多く存在しており、また技術の進歩により新たなアナロ

グ規制が該当することとなる場合があることから、引き続き関係する条例、規則等の改正
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を進めていくものといたします。

次に、制定の内容を説明申し上げます。２１ページをお開き願います。第１条の改正と

なります町の職員以外の者に対する費用弁償支給条例では、費用弁償を支給できる者を従

来の現地出席を求めた者のほか、オンライン会議による出席を求めた者も対象とするよう

改正するものです。

第２条の改正では、中頓別町交通安全基本条例ですけれども、事故防止策を講じるため

の交通事故の調査方法を現地調査に限定しないよう「現地」の文言を削除いたします。

第３条の改正、中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例では、記録できる媒体が磁気

ディスクに限定されている規定を電磁的記録媒体として範囲を広げることができるよう改

正するものです。

４条の改正、中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例、それと第５条の改正、中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例、それと第６条の改正、中頓別町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、それと第７条の改正、

中頓別町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、それと第８条の改正、中頓

別町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例では、利用申

込者等にサービスの選択に資すると認められる重要事項の説明に使用するための文書に代

えて使用できる媒体として規定する磁気ディスク、ＣＤ―ＲＯＭその他について、これを

電子的記録媒体として範囲を拡大するほか、事業者が事業所内に書面掲示することとなっ

ている運営規程や体制など利用申込者のサービス選択に資する重要事項についてインター

ネットにより公衆に閲覧することを規定します。

２１ページをお開き願います。附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７８号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。
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よって、議案第７８号 アナログ規制の見直しに伴う関係例規の整備に関する条例の制

定の件は原案のとおり可決されました。

◎議案第７９号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第４、議案第７９号 中頓別町税条例の一部

を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第７９号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、総務課、石川担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 石川総務課住民担当課長。

〇総務課住民担当課長（石川章人君） よろしくお願いいたします。議案第７９号 中頓

別町税条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。

議案３３ページをお開き願います。議案第７９号 中頓別町税条例の一部を改正する条

例の制定について。

中頓別町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

それでは、議案４６ページをお開き願います。改正の要旨をご説明申し上げます。改正

の要旨、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第７号）、地方税

法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第１１９号）及び地方税法施行規則の一部

を改正する省令（令和７年総務省令第３０号）が令和７年３月３１日にそれぞれ公布され、

それに伴い中頓別町税条例の一部を改正するものであります。

地方税法改正に伴い、次の事項を改正するものです。１、公示送達では、インターネッ

トを用いる方法の定義を示した省令改正に伴う改正を行うものであります。

２、町民税では、控除すべき金額について特定親族特別控除額を追加するとともに、公

的年金等受給者の個人住民税申告義務に関わる規定の整備を行うものです。

３、たばこ税では、加熱式たばこに関わる国、地方のたばこ税の課税方式について重量

のみに応じた紙巻きたばこに換算するほか、一定の重量以下のものは紙巻きたばこ１本と

して課税する仕組みとするなど見直しがなされ、所要の措置が講じられることに伴い、課

税標準の特例を新設するものであります。

また、改正の概要については次項に記載しておりますので、ご参照願います。

続きまして、改正の内容を新旧対照表によりご説明申し上げます。議案３９ページをお

開き願います。第１８条につきましては、公示事項について不特定多数の者が閲覧できる

ように措置を取るとともに、掲示についても電子的表示の閲覧表示の措置を行うものとな

っております。

その下の第１８条の３では、第１８条の改正により不要となった文言の削除を行ったも



- 10 -

のであります。

議案４０ページの第３４条の２から第３６条の２、議案４１ページ下段までは、特定親

族特別控除額の創設に伴う改正となり、控除の項目として特定親族特別控除額を新たに追

加するものとなります。

議案４２ページ上段、第３６条の３の２と下段、第３６条の３の３では、関係機関など

に提出する扶養親族等申告書内に特定親族の記載欄を追加するものとなります。この特別

控除の創設については、人手不足の昨今、企業がアルバイト学生を雇う中、特に大学生の

子を持つ親向けの特別控除となり、特定親族控除と同額の所得控除が受けられる仕組みと

なっております。

次に、議案４４ページ、上段の附則、第１６条の２の２の新設についてですが、加熱式

たばこに関わるたばこ税の課税標準の特例となります。令和８年４月１日以後の売渡しも

しくは消費等が行われた加熱式たばこについて、当分の間となりますが、区分に応じ定め

た方法により換算した紙巻きたばこの本数によるものとする改正となります。

同項中段、第１号では、紙、その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこの換

算方法として、加熱式たばこの重量が０．３５グラムをもって紙巻きたばこの１本に換算

するもの、ただし加熱式たばこの重量０．３５グラム未満のものについては紙巻きたばこ

の１本に換算するものとするものであります。

同項下段、第２号の１では、先ほどご説明しました前項以外の加熱式たばこについては

０．２グラムをもって紙巻きたばこの１本に換算するもの、ただし加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの重量が４グラム未満のものについては加熱式たばこの品目ごとの１個を

もって紙巻きたばこ２０本に換算するもの、議案４５ページ上段、第２号の２では前項１

号と２号以外の換算方法を売渡しが行われた１個当たりの重量に同項各号に掲げる区分ご

との合計重量を紙巻きたばこの本数に換算するもの、中段、３号はその重量に０．１グラ

ム未満の端数があるときは切り捨てるものとするもの、４項各号については加熱式たばこ

と併せて使用されるなど一定の喫煙用具、製造たばことみなされるものについては最低課

税の適用は受けない旨を規定しております。

議案３６ページをお開き願います。中段、附則となります。第１条では施行期日を令和

８年１月１日から施行するものであり、附則第１６条の２の次に加えました改正と附則第

４条の規定については令和８年４月１日から施行する旨を規定するもの、附則第２条では

公示送達の経過措置を規定、附則第３条では町民税に関する経過措置を規定するもの、附

則第４条ではたばこ税の経過措置を規定するものとなります。

以上、ご説明となります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７９号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第７９号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとお

り可決されました。

◎議案第８０号

〇議長（星川三喜男君） 日程第５、議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一

部を改正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を改正する

条例の制定について、建設課、北村参事から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 北村建設課参事。

〇建設課参事（北村正樹君） 議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を改

正する条例の制定についてをご説明いたします。

４８ページをお開きください。議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を

改正する条例の制定について。

中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

５１ページをお開きください。改正の要旨でございます。中頓別町住宅建設促進助成条

例は、町民の持家住宅を促進するため、町内に住宅を新築または増改築する者に対し経費

の一部を助成することにより町民の定住促進と生活環境の向上を目的とするものでござい

ます。本条例には、町民が自主施行にて建設した住宅、新築や増改築でありますが、これ

らについての明確な記載がなく、このようにして住宅を建設した町民への助成を行うこと

が難しい状況となっているため、自主施行による住宅にも助成を行うことができるよう条

例に追記するものです。

５０ページをお開きください。新旧対照表にて説明いたします。第２条、定義では４号

に自主施工、請負契約等によらず自ら施工するというを追加、第４条、助成では３号に

「第１項各号の規定に関わらず、個人で自主施工により建設した住宅については、前項に

定める助成金の額を準用する。」を追加するものです。

４９ページを御覧ください。下段、附則です。この条例は、公布の日から施行し、令和

７年４月１日から適用する。
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以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 先ほど別件で情報提供があって、そのときに北村参事のほうとお

話しすることはできたのですけれども、なのでちょっと町長からもお話を伺いたいなと思

いました。今回かなりのレアケースである自主施工分も追加するということで、説明とし

ては分かるのですけれども、これ制定されたのが最初は多分平成１６年とかなので、から

２０年以上経過して、言ったら自主施工的なことって昔のほうがよくあったのではないか

なと思うのですけれども、それなのに、そこまで適用されていなかったのになぜ今になっ

てなのか、そして４月に遡及するということです。今年度からの適用ということで、これ

改正の要旨としてただなかったから含みますだけでは弱いと思いますので、例えば建築費

等の高騰で今後自主施工が増える見込みがあるとか、もうちょっと説明必要なのではない

かなと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（星川三喜男君） 町長。

〇町長（小林生吉君） 今のご質問の中で以前のほうが多かったのではないかというお話

がありましたけれども、私の認識の中ではそういう事案があったというちょっと記憶がな

くて、ないかなというふうに思って、今お話を伺いました。本来この条例を制定した段階

でこういうケースもあるということを想定しておければ一番よかったのだというふうに思

いますけれども、議員おっしゃったように、かなりレアな、まれなことなのかなというふ

うには思います。建築確認を取ったり、あるいは助成に当たっては固定資産税の評価をし

て行うというようなことから、一定住宅の品質というようなところについても担保されて

いるということが前提での助成ということになるのかなというふうには思っています。こ

の中で、助成の考え方として町内の建設事業者の支援というか、育成というか、そういう

側面もあって、町内の建築業者で施工した場合についてはその他より上乗せをするという

ような位置づけを持っているのですけれども、このようなケースについては地元の建設業

につながらないというか、そういうところもあるので、町外の助成と同額にするというふ

うにして抑えた経緯もあるというふうに思います。自主施工で運用として住宅の品質等に

ついてしっかり担保できるような基準とか、何かそういうことも整備する必要があるかな

というふうには改めて思いますので、今後多様な施工の形態に対応して中頓別町で住宅を

建てて、永住していただける、その目的に沿った助成として効果を持っていければいいか

なというふうに考えておりますので、ご理解を賜ればというふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 自主施工ということで、割合は町外に合わせてというようなこと

もお答えありました。確かに町長おっしゃるように、私もまるっと１軒ご自身で建てられ

たケースというのが果たして中頓別でもあるのかな、何かもしかしたらあるのではないか
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なという感じではいたのですけれども、ただ例えば離れ的なものを造ったりとか、もとも

とある住宅にちょっと増築する部分で自分でやったりというようなケースは私も存じ上げ

たりするところあるので、そういったところもこれが今後今まで適用されなかった部分が

適用できるということであれば、それは一ついいと思うのです。ただ、多分今４月に遡及

するというのは今年度の実績ということで、想定されているところが恐らく１件あると思

うのです。私も存じ上げているつもりではあるのですけれども、ただそこでいえば多分店

舗も兼ねていると思う。店舗兼住宅みたいなところなので、商工業振興支援の適用も恐ら

くあるのだと思うのです。そういったケースも、今後あるか分かりませんけれども、今回

は多分そういうケースになると思います。その辺が店舗と住宅の面積とかで分けてそれぞ

れ適用するというようなことだったりするのか、その辺ちょっと今後に向けても明確にし

ておく必要があるのではないかなと思いますので、担当課のほうでもいいですけれども、

よろしくお願いします。

〇議長（星川三喜男君） 北村建設課参事。

〇建設課参事（北村正樹君） ただいまの質問にお答えします。

議員おっしゃるとおり、例えばの話、店舗と住居が同居して１つの棟、建物になってい

るという場合には、本条例に立つと住居部分の面積割りの案分して補助、助成金が算定さ

れるのかなというように思います。そして、なおかつその他の条例が適用になった場合、

両方とも助成の対象になるのかどうかというのも慎重に確認して、執行していきたいと考

えています。

〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 分かりました。ちょっと定かではないところもあるかなと思うの

で、ぜひしっかりと詰めて、今後活用される方がいればぜひ分かりやすく活用していただ

くようにしていただきたいと思います。ただ、１点、自主施工というそもそも格安ででき

るものにあえて補助する仕組みを用意するということですから、今想定されているたった

１件というようなことにならないように、２件目以降の実績にもつながるように取り組ん

でいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより

討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８０号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８０号 中頓別町住宅建設促進助成条例の一部を改正する条例の制定の

件は原案のとおり可決されました。

◎議案第８１号

〇議長（星川三喜男君） 日程第６、議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定の件を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改正する条例の

制定について、笹原教育次長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原教育次長。

〇教育次長（笹原 等君） 議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。

議案５２ページをお開き願います。議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定について。

中頓別町立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

５５ページをお開き願います。改正の要旨でございますが、これまで統廃合をしてきま

した町の学校ですとか現在の中頓別小学校、中頓別中学校の歴史を受け継ぎ、令和８年４

月からは義務教育学校中頓別学園として新たな枠組みに移行するため、改正をするもので

ございます。義務教育学校中頓別学園では、１、幼児教育積み上げ型、２、先導的学び、

３、教育委員会協働型、４、教育と支援の融合、この４つを教育の柱に掲げ、子供たち一

人一人が主役となれる未来を紡ぐ居場所だらけの学校を目指した教育活動を展開してまい

ります。

５４ページにお戻り願います。新旧対照表にてご説明をいたします。第１条中「小学校、

中学校」を「義務教育学校」に、また第２条では小学校の名称及び位置に関する規定を義

務教育学校に改めるとともに、別表に関する規定を追加、第３条の中学校の名称及び位置

に関する規定及び別表第１、別表第２を削るものでございます。

５３ページを御覧ください。附則、この条例は、令和８年４月１日から施行する。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８１号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８１号 中頓別町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定の件は原

案のとおり可決されました。

◎議案第８２号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第７、議案第８２号 令和７年度中頓別町一

般会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８２号 令和７年度中頓別町一般会計補正予算につきまし

て、長尾政策経営課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 長尾政策経営課長。

〇政策経営課長（長尾 享君） それでは、議案第８２号 令和７年度中頓別町一般会計

補正予算についてご説明申し上げます。

予算書１ページをお開き願います。令和７年度中頓別町一般会計補正予算。

令和７年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，５８３万円を追加

し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億６，４５０万７，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

４ページをお開きください。第２表、地方債補正でございます。起債の目的、辺地対策

事業債の限度額を変更前６億６，９９０万円から変更後６億６，９００万円とするもので、

起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。変更事業のみご説明申し上げます。

除雪機械整備事業の限度額を変更前５，１２０万円から変更後５，０３０万円とするもの

で、事業費確定に伴う起債額の減額であります。

２点目、起債の目的、緊急自然災害防止対策事業債の限度額を変更前１億２，５６０万

円から変更後１億２，７４０万円とするもので、記載の方法、利率、償還の方法に変更は

ございません。道路照明更新事業の限度額を変更前１，０００万円から変更後１，５００
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万円とするもので、交付金が採択にならなくなったことに伴う起債額の追加、除雪機械整

備事業の限度額を変更前６，２７０万円から変更後５，９５０万円とするもので、事業費

確定に伴う起債額の減額であります。

３点目、起債の目的、緊急しゅんせつ推進事業債の限度額を変更前８００万円から変更

後１，１３０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。

河床掘削事業として、大雨に伴う平賀内川上流部の倒木除去工事を実施するための追加計

上であります。

続きまして、地方債の追加であります。起債の目的、子ども・子育て支援事業債では、

限度額を７４０万円とし、起債の方法は証書借入れ、利率は３％以内、償還の方法は借入

先の融資条件または借入先との協定による。ただし、財政状況等により据置期間及び償還

期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。対象事業の限度

額は、認定こども園エアコン設置事業５２０万円、保健センターエアコン設置事業２２０

万円です。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１４ページをお開きください。

２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費では、既定額に６８万円を追加し、３，６

１７万４，０００円とするもので、内容は町有財産維持管理事業、１０節需用費で町有住

宅のボイラー修繕費用５０万円を追加、１３節使用料及び賃借料でカーナビ等に附帯され

るテレビ受信機能において発生するＮＨＫ放送受信料１８万円を追加するものです。詳細

につきましては、別に配付しております建設課建設グループ作成の補正予算説明資料をご

参照願います。

５目企画費では、既定額に１４０万３，０００円を追加し、９，６８５万６，０００円

とするもので、内容は地方バス路線維持対策事業、１８節負担金補助及び交付金で都市間

バス天北号に対する補助金に利用者減に伴う不足が見込まれるため１０４万１，０００円

を追加、町民活動支援展開事業、１０節需用費でコミュニティー施設モトマツダの燃料代、

光熱水費に不足が見込まれることから、３６万２，０００円の追加計上であります。詳細

につきましては、政策経営課作成の補正予算説明資料をご参照願います。

９目バス転換関連施設維持管理費では、既定額に１９万５，０００円を追加し、４２７

万８，０００円とするもので、天北線バス関連施設維持補修事業、１０節需用費でバスタ

ーミナル内に設置しているストーブの修繕費用として同額を追加。

２項徴税費、１目税務総務費では、既定額より２，０００円を減額し、５，８２３万４，

０００円とするもので、税務事務事業、１０節需用費で標準化業務の本稼働による変更通

知書、納付書の新規購入が必要となったことにより６７万２，０００円を追加、１３節使

用料及び賃借料では総合行政システムの利用料に６７万４，０００円を減額、標準化の本

稼働により利用料実績を勘案して減額するものであります。詳細につきましては、総務課

住民グループ作成の補正予算説明資料をご参照願います。

５項統計調査費、１目統計調査総務費では、既定額に１万１，０００円を追加し、２６
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９万円とするもので、国勢調査、１０節需用費に同額を追加、国勢調査に係る経費の不足

額を追加するものです。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、既定額に３４万６，０００円

を追加し、３，２３５万１，０００円とするもので、社会福祉総務事業、８節旅費に不足

が生じるため７万９，０００円の追加、１０節需用費で集落支援員用車両の修繕料２６万

７，０００円を追加するものです。詳細につきましては、保健福祉課作成の補正予算説明

資料をご参照願います。

１６ページをお開きいただきまして、２目老人福祉費では、既定額に１４４万１，００

０円を追加し、１億５，５７６万７，０００円とするもので、中頓別町入浴料助成事業で

窓口業務改善のため対象者への入浴券を郵送する費用として１０節需用費で５，０００円、

１１節役務費で２万２，０００円の追加計上、また養護老人ホーム運営事業、１０節需用

費で１１１万４，０００円を追加、物価高騰により不足が見込まれる燃料費、光熱水費、

給食費での追加のほか、厨房トイレ及び非常用電気蓄電池に係る修繕費用の追加計上、さ

らに１２節委託料にて外部サービス利用者増からの３０万円の追加計上であります。詳細

につきましては、養護老人ホーム長寿園作成の補正予算説明資料をご参照願います。

３目国民年金費では、既定額に４１万４，０００円を追加し、４５万７，０００円とす

るもので、国民年金事務事業、１２節委託料で同額を計上、本年度の税制改正により特定

親族特別控除が新設されたことに伴うシステム改修費用の追加計上であります。

４目障害者福祉費では、既定額に９０５万７，０００円を追加し、１億３，４５５万７，

０００円とするもので、障害者総合支援給付事業、１２節委託料にて障がい者福祉システ

ムの標準化に伴い、ネットワーク構築のための委託料７８万１，０００円の計上、１３節

使用料及び賃借料にてガバメントクラウド利用料４３万１，０００円の計上、さらに１９

節扶助費にて不足が見込まれる障害者総合支援給付金７８４万５，０００円の追加計上で

あります。

８目介護福祉センター費では、既定額に２５５万５，０００円を追加し、８４２万２，

０００円とするもので、介護福祉センター管理事業、１７節備品購入費に同額を計上、保

健センターホール等３室にエアコンを設置し、クーリングシェルターとして利用すること

とします。さらに、保健センター健診室のストーブが故障のため取替え費用の追加計上で

あります。

２項児童福祉費、２目児童措置費では、既定額に変更はございませんが、児童手当支給

事業、１９節扶助費で児童手当の実績見込みにより１０８万３，０００円を減額し、２２

節償還金利子及び割引料で過年度の国庫及び道費負担金の返還額１０８万３，０００円を

組替えするものです。

４目認定こども園費では、既定額に５２３万５，０００円を追加し、２，７４７万２，

０００円とするもので、認定こども園事業、１７節備品購入費に同額を計上、認定こども

園の園児童ホール、会議室等４室にエアコンを設置します。詳細につきましては、認定こ
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ども園作成の補正予算説明資料をご参照願います。

１８ページをお開きください。９目妊婦のための支援給付事業費では、既定額に４万１，

０００円を追加し、８４万１，０００円とするもので、妊婦のための支援給付事業、２２

節償還金利子及び割引料に同額を計上、過年度の国庫及び道費負担金の返還額を計上する

ものであります。

４款衛生費、１項保健衛生費、５目病院費では、既定額に４７４万７，０００円を追加

し、２億２，９２３万７，０００円とするもので、国民健康保険病院事業運営補助事業、

１８節負担金補助及び交付金に同額を追加、運営事業補助分として追加するものです。

６目診療所費では、既定額に３３万５，０００円を追加し、１，９８８万１，０００円

とするもので、歯科診療所運営事業、１７節備品購入費に同額を追加、歯科診療所にて使

用しているレセプト用パソコンのＯＳのサポート終了に伴い更新費用を追加するものであ

ります。

２項上水道費、１目上水道施設費では、既定額に１７万円を追加し、１億２４万３，０

００円とするもので、水道事業運営補助事業、１８節負担金補助及び交付金に同額を追加、

１１月１日の大雨による取水対応のための費用追加に伴い、一般会計から負担を追加する

ものであります。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費では、既定額に９０万１，０００円を

追加し、９，３８３万５，０００円とするもので、内容は農業振興事業、１節報酬に８万

９，０００円、１３節使用料及び賃借料に４３万７，０００円を計上、哺育育成センター

の除雪作業に係る人件費と作業用機械のリース料であります。さらに、中山間地域等直接

支払交付金交付事業、１８節負担金補助及び交付金に対象面積の確定に伴う増額分３７万

５，０００円を追加するものであります。

４目有害鳥獣対策費では、既定額に６万円を追加し、２，５３６万２，０００円とする

もので、有害鳥獣対策費、１０節需用費に同額を追加、ヒグマ捕獲用箱わなの補強修理費

用の計上であります。

２０ページをお開きいただきまして、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費で

は、既定額より３３４万９，０００円を減額し、３億２，７５３万２，０００円とするも

ので、除排雪事業、１７節備品購入費より同額を減額、ロータリー除雪車の事業費確定に

伴う減額。

３項河川費、１目河川総務費では、既定額に３３０万円を追加し、１，３３５万６，０

００円とするもので、河川維持、１４節工事請負費に同額を追加、大雨による平賀内川上

流域の倒木や土砂除去工事を実施するものです。

６項住宅費、１目住宅管理費では、既定額に変更はございませんが、公営住宅維持管理

事業、１５節原材料費より１０節需用費に不足が見込まれる公営住宅の修繕費５０万円を

組み替えるものです。

９款消防費、１項１目消防費では、既定額から３０４万８，０００円を減額し、１億３，
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０８０万７，０００円とするもので、消防事業、１８節負担金補助及び交付金に同額を計

上。

別に配付しております令和７年度一般会計予算別紙内訳明細書の１ページ、２ページを

御覧いただきたいと思います。また、南宗谷消防組合中頓別支署作成の補正予算補足資料

も別に配付させていただいておりますので、併せてご参照願います。明細書の１ページに

なります。９款消防費、１項常備消防費、１目消防本部費では、既定額から５５７万２，

０００円を減額し、８３６万８，０００円とするもので、消防本部事業、１８節負担金補

助及び交付金にて同額を減額、本部費歳出が６５万２，０００円の減額となるほか、歳入

で前年度繰越金４９２万円が特定財源として繰り入れられることにより、合わせまして５

５７万２，０００円の減額となるものです。

２目中頓別支署費では、既定額に２３５万７，０００円を追加し、１億１，１４２万９，

０００円とするもので、消防署管理事業、１０節需用費、光熱水費で電気料金高騰のため

２１万５，０００円を追加、修繕費では８月２７日の宮下地区の落雷により過電流により

故障した消防庁舎車庫排気ホース修繕及び小頓別消防詰所の屋根に設置されている伸縮式

散水栓等への内部破損、劣化により取替え修理が必要となったため、修繕料１１万５，０

００円を追加するものです。消防庶務業務では１０節需用費で新規採用予定の職員制服費

１５３万２，０００円を追加、警防業務事業では１０節需用費で燃料費高騰のため１４万

１，０００円の追加、さらに修繕料で消防車、大型水槽車（掬水）でありますが、ブレー

キ、電気制御システム、ブースト圧力センサーの故障により１６万７，０００円の追加、

１７節備品購入費で空気呼吸器附属の要救助用フードが経年劣化により交換が必要となっ

たため１２万４，０００円を追加、救急業務事業では１０節需用費で高規格救急車のリア

ハブベアリングの修繕に伴う不足額６万３，０００円を追加するものであります。

２項非常備消防費、１目中頓別消防団費では、既定額に１６万７，０００円を追加し、

８５０万８，０００円とするもので、消防分団管理業務、１０節需用費で燃料費１４万７，

０００円、光熱費２万円をそれぞれ不足見込額として追加するものであります。

予算書にお戻りいただきまして、２０ページを御覧願います。１０款教育費、１項教育

総務費、２目事務局費では、既定額より１６２万８，０００円を減額し、１４億３，８４

５万４，０００円とするもので、中頓別学園整備事業、１２節委託料にて来年度工事を施

工する必要が生じているアプローチ道路工事に伴う設計業務委託料に不用額が見込まれる

ため、工事監理業務委託料より７７０万円を組み替えます。さらに、１３節使用料及び賃

借料にて木製遊具レンタル料の撤去費用分１６２万８，０００円を減額するものでありま

す。詳細につきましては、教育委員会作成の補正予算説明資料をご参照願います。

２項小学校費、１目学校管理費では、既定額に１，０４４万２，０００円を追加し、４，

６４２万５，０００円とするもので、小学校施設維持管理事業、１２節委託料で今年度導

入予定の公務用端末、ＧＩＧＡ端末に係るセットアップシステム環境の構築、新しい施設

開設に向けたネットワーク構築のサポート業務費用７７０万円を計上、１７節備品購入費
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では公務用端末の精査に伴う不足分１６１万８，０００円を追加計上するものであります。

３項中学校費、２２ページをお開きいただきまして、１目学校管理費では、既定額に８

５２万６，０００円を追加し、４，２０６万４，０００円とするもので、中学校施設維持

管理事業、１２節委託料で小学校同様公務端末、ＧＩＧＡ端末セットアップ等委託料７７

８万円を計上、１７節備品購入費では公務用端末の精査に伴う不足分７４万６，０００円

を追加計上するものであります。

４項社会教育費、２目町民センター費では、既定額に５５万円を追加し、９９９万１，

０００円とするもので、町民センター運営維持管理事業、１０節需用費に同額を追加、不

足が見込まれる燃料費、光熱水費の追加。

３目社会教育施設費では、既定額に１５万円を追加し、１，１８４万８，０００円とす

るもので、郷土資料館及び青少年柔剣道場運営事業、１０節需用費に同額を追加、不足が

見込まれる光熱水費の追加であります。

５項保健体育費、４目学校給食費では、既定額に２７万５，０００円を追加し、２，４

９１万３，０００円とするもので、学校給食事業、３節職員手当等に同額を追加、会計年

度任用職員勤勉手当、住宅手当に不足が見込まれることから、同額を追加するものであり

ます。人件費の詳細につきましては、２４ページ以降の給与費明細書をご参照願います。

１２款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、既定額に４９０万８，０００円を追加

し、１億７，９９２万円とするもので、特別会計繰出金事業、２７節繰出金に同額を追加、

自動車学校事業特別会計において冬期間講習、除雪に要する費用に対する繰出金３１１万

円、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）において介護報酬改定に伴うシステム改修委

託料等に対する繰出金１０６万４，０００円、介護保険事業特別会計（施設介護サービス

事業勘定）において特別養護老人ホームに係る燃料費、光熱水費、修繕費等の不足に対す

る一般会計からの繰出金７３万４，０００円を追加するものであります。

２項基金費、１目畜産振興基金費では、既定額に１，８１１万５，０００円を追加し、

１，８６６万４，０００円とするもので、畜産振興基金費、２４節積立金に同額を計上、

循環農業支援センターの建物災害共済保険を積み立て、後年度以降の施設設備の改修、修

繕等の財源として活用する予定としております。

予算書８ページにお戻り願います。歳出合計、既定額に６，５８３万円を追加し、６３

億６，４５０万７，０００円とするものであります。

続きまして、歳入についてご説明いたします。１０ページをお開き願います。１４款国

庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、既定額に３９２万２，０００円

を追加し、７，８２７万８，０００円とするもので、３節障害者自立支援給付費国庫負担

金に同額を追加、歳出、民生費、障害者総合支援給付費に対する国負担分であります。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金では、既定額に４１万２，０００円を追加し、

３，７１０万４，０００円とするもので、１節年金生活者支援給付金支給業務市町村事務

取扱交付金に１４万５，０００円、８節国民年金事務費交付金に２６万７，０００円を計
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上、歳出、民生費、国民年金事務事業年金生活者支援給付システム税制改正対応業務、総

合行政システム改修業務に対する補助金として計上するものであります。

５目土木費国庫補助金では、既定額から５００万円を減額し、１億３，６８７万８，０

００円とするもので、１節道路橋梁費補助金に同額を計上、国庫補助金の採択がなかった

ことにより皆減するものであります。

１５款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金では、既定額に１９６万１，００

０円を追加し、５，１２４万５，０００円とするもので、５節障害者自立支援給付費道負

担金に同額を追加、歳出、民生費、障害者総合支援給付金に対する道負担分であります。

２項道補助金、４目農林業費補助金では、既定額に２９万４，０００円を追加し、１億

３，６０２万４，０００円とするもので、７節中山間地域等直接支払交付金に同額を追加、

歳出の農林水産業費、中山間地域等直接支払交付事業の追加に対する補助金であります。

３項道委託金、１目総務費委託金では、既定額に１万１，０００円を追加し、５２５万

３，０００円とするもので、１節統計調査事務委託金に同額を計上、国勢調査の経費とし

て道から追加購入されるものであります。

１６款財産収入、２項財産売払収入、２目物品売払収入では、既定額に５５万円を追加

し、５５万１，０００円とするもので、１節物品売払収入に同額を追加、ロータリー除雪

車１台の販売代金を計上。

１２ページをお開きいただきまして、１８款繰入金、１項基金繰入金、６目公共施設整

備等基金繰入金では、既定額に１，９２９万６，０００円を追加し、７，９４４万７，０

００円とするもので、１節公共施設整備等基金繰入金に同額を追加、歳出、教育費、小学

校及び中学校公務端末、ＧＩＧＡ端末購入及びセットアップ等業務委託料、民生費、養護

老人ホームの施設修繕費、諸支出金、施設介護サービス事業、設備改善費用の繰出金に充

当するものであります。

１０目地域公共交通活性化基金繰入金では、既定額に１０４万１，０００円を追加し、

３，００３万４，０００円とするもので、１節地域公共交通活性化基金繰入金に同額を追

加、歳出、総務費、地方バス維持路線対策費補助金に充当。

１１目財政調整基金繰入金では、既定額に１，３４９万３，０００円を追加し、２，０

７９万９，０００円とするもので、１節財政調整基金繰入金に同額を計上、一般財源の財

政調整に係る計上であります。

２０款諸収入、４項受託事業収入、２目歯科診療所受託事業収入では、新たに１３万６，

０００円を計上するもので、１節歯科診療所受託事業収入に同額を計上、後期高齢者保険

事業、歯科健診委託料を歳入として計上。

６項１目雑入では、既定額に１，８１１万４，０００円を追加し、４，７９７万７，０

００円とするもので、１節雑入に同額を追加、循環農業支援センターに係る建物災害共済

保険金であります。

２１款町債、１項町債、２目辺地対策事業債では既定額より９０万円を減額し、６億６，
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９００万円とするもの、４目緊急自然災害防止対策事業債では既定額に１８０万円を追加

し、１億２，７４０万円とするもの、６目緊急しゅんせつ推進事業債は既定額に３３０万

円を追加し、１，１３０万円とするもの、９目子ども・子育て支援事業債では新たに７４

０万円を計上するもので、いずれも内容につきましては第２表、地方債補正で説明させて

いただきましたので、省略させていただきます。

６ページにお戻り願います。歳入合計、既定額に６，５８３万円を追加し、６３億６，

４５０万７，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたが、議場の時計で１４時２５分ま

で休憩いたします。

休憩 午後 ２時１２分

再開 午後 ２時２７分

〇議長（星川三喜男君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。

ただいま一般会計補正予算の説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思い

ます。

宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） 予算で２か所ですけれども、保健センターとこども園にエアコン

を設置するということで、財源としては子ども・子育て対策事業債というもの、起債を活

用してということなのですけれども、クーリングシェルター的な、多分保健センターのほ

うはそういう感じになって、クーリングシェアとかスポットという感じで使えると思うの

ですけれども、なので中頓別も暑くなっていますので、できることならもっともっと設置

してほしいというようなところもあるのではないかなと思うのですけれども、これ町内の

公共施設等でこの事業債というものに該当するのはそもそもこども園と保健センターぐら

いしかないのか、ほかの子供たちが使うような郷土資料館とか柔剣道場、モトマツダ、ま

た新しい学校、こういったところにも活用できる可能性というのは今後あるのかちょっと

伺いたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 長尾政策経営課長。

〇政策経営課長（長尾 享君） 子ども・子育て支援事業債につきましては、子ども・子

育てに係る施設のみということで、いろいろ調査したところ、やはり保健センターの子供

の健診で使っている部屋ですとか、ホールも本来いろんな方が使っているのですが、健診

専用施設ということで位置づけさせていただいて、今回事業債の対象にさせていただきま

した。もう一つは、こども園の今エアコンのついていない部屋ということでいろいろ調査

した中で、不特定多数の幅広い年代が使う部屋というものが対象にならないというふうに

なっておりますので、今のところここの２施設かなというふうに考えております。
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〇議長（星川三喜男君） 宮崎さん。

〇５番（宮崎泰宗君） もしかしてそういう感じかなとも思ったので、あんまり幅広い方

が使うところは厳しいということだというふうに思います。なので、もしかしたら新しい

学校で子供たちが主に使うような部分とかというのは該当になったりするかどうか、それ

ももし分かれば再度伺いたいと思いますけれども、クーラー、エアコン、そもそもなので

すけれども、保健センターのほうでいうと家庭用的なクーラーと思われるのが２台ぐらい

とホールが予算でいうと１８３万円とかなので、かなり違うので、大がかりなものになる

のかなと思います。こども園のほうでいくと４台が安めのもので、児童ホールのほうが４

４６万円、一式となっていて、こども園のほうも説明資料的なものがあるのはあるのです

けれども、合計金額５２０万円とかというぐらいしかなくて、保健センターのほうも写真

が１つありますけれども、パナソニックの家庭用みたいなエアコンの写真しかないかなと

思うので、何かほかに金額の高いものとか分かる資料とかなかったのか。せめてどんなも

のを設置する想定なのか、天井埋め込みなのかとか、ちょっと説明していただきたいなと

いうふうに思います。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。

保健センターのホールのほうは、大きなもので２９畳用というものをちょっと今想定し

ています。小さい部屋のほうについては１４畳ぐらいのエアコンを想定しておりまして、

値段が大分違うというところはありますが、あと図面等の足りない部分はまた後ほど必要

であれば出したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 大島教育長。

〇教育長（大島 朗君） ただいまのこども園のエアコンの設置の見込みですけれども、

会議室って書いているのは、これ地域交流スペースで子供たちが使うということでご承知

おきいただきたいのですけれども、これらについては現在保育室に設置されている家庭用

の大きめのものということになっていますが、ホールについては天井が大変高いためにそ

れらの設置ができずに、据置型のホール用のものということで、それを２台設置するとい

うことで見積りをいただいたところ、工事も含めてこの額に、２台分ということになって

おります。これについても先日設置する場所等を確認をしていただいたため、資料等間に

合っていないところもありますので、また後日必要に応じて提出したいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 長尾政策経営課長。

〇政策経営課長（長尾 享君） 小学校、中学校等の義務教育施設に関しては、この子ど

も・子育て支援事業債の対象とはならない。あくまでそちらはそちらでの措置ということ

で、対象にならないということでお願いします。

〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより
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討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８２号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８２号 令和７年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決され

ました。

◎議案第８３号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第８、議案第８３号 令和７年度中頓別町自

動車学校事業特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８３号 令和７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正

予算につきまして、遠藤副町長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 遠藤副町長。

〇副町長（遠藤義一君） 議案第８３号 令和７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補

正予算についてご説明をさせていただきます。

１ページをお開きください。令和７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算。

令和７年度中頓別町の自動車学校事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１１万円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ６，９２９万４，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

事項別明細書の歳出からご説明をさせていただきます。１０ページをお開きいただきた

いと思います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に３１１万円

を追加し、６，９２９万４，０００円とするもので、３節職員手当等で時間外勤務手当に

おいて４月から９月までの実績と１０月から３月までの繁忙期における予定時間数に不足

が生じることが想定されることから、今回補正するものであります。今年度は入校生の送

迎業務を担当する臨時職員１名と除雪を担当する臨時職員１名が現在確保できていないた

め、教習等の業務を担当する職員によって業務を進めなければならないことから、今回の

補正になったところではあります。また、繁忙期においては教習時間の延長や、あるいは
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土曜、日曜等の開講を予定しているため、時間外勤務手当の時数に不足が生じることによ

って今回の補正となったものであります。

６ページをお開きください。歳出合計、既定額に３１１万円を追加し、歳出合計を６，

９２９万４，０００円とするものです。

続いて、歳入についてご説明をいたします。８ページをお開きください。４款繰入金、

１項１目繰入金では、既定額に３１１万円を追加し、２，５７１万８，０００円とするも

ので、一般会計からの繰入れで対応するものであります。

４ページをお開きください。歳入合計、既定額に３１１万円を追加し、６，９２９万４，

０００円とするもので、歳入歳出のバランスを取ったところであります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８３号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８３号 令和７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算は原案の

とおり可決されました。

◎議案第８４号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第９、議案第８４号 令和７年度中頓別町国

民健康保険事業特別会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８４号 令和７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補

正予算について、土屋保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、議案第８４号 令和７年度中頓別町国民健康

保険事業特別会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算。

令和７年度中頓別町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
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第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３２万６，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，５４１万８，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に１９万８，０００円を追加し、

９４８万４，０００円とするもので、１０節需用費で標準準拠システムの様式に係る納入

通知書の印刷代として９万９，０００円を計上するものでございます。１３節使用料及び

賃借料では、国保の事務処理標準システムネットワークに係る利用料について９万９，０

００円を新たに計上するものとなります。

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、８目特定健康診査等負担金償還金では、既

定額に１２万８，０００円を追加し、１２万９，０００円とするもので、２２節償還金利

子及び割引料で令和６年度北海道国民健康保険給付費等交付金の確定により特定健康診査

等負担金に係る償還金１２万８，０００円を追加計上するものでございます。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に３２万６，０００円を追加し、２億３，

５４１万８，０００円とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明いたします。８ページをお開き願います。３款道支出

金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金につきましては、既定額に１９万８，０００

円を追加し、１億８，９４２万８，０００円とするもので、１節保険給付費等交付金（特

別交付金）で道繰入金（２号分）１９万８，０００円について歳出の一般管理事業に係る

経費に充てるため補正するものでございます。

５款繰越金、１項繰越金、１目その他繰越金では、既定額に１２万８，０００円を追加

し、１２万９，０００円とするもので、歳出の特定健康診査等負担金償還金に充てるため、

前年度繰越金１２万８，０００円を追加するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に３２万６，０００円を追加し、２億３，

５４１万８，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８４号を採決

します。
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お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８４号 令和７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第８５号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第１０、議案第８５号 令和７年度中頓別町

国民健康保険病院事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８５号 令和７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補

正予算につきまして、西村国保病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 西村国保病院事務長。

〇国保病院事務長（西村智広君） よろしくお願いいたします。議案第８５号 令和７年

度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。まず初めに、正誤表を提出させていただいておりますこと

を深くおわび申し上げます。全体金額に修正はございませんが、ご確認のほどよろしくお

願いいたします。

総則、第１条、令和７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

収益的収入及び支出、第２条、令和７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

病院事業収益につきましては、既決予定額に４７４万７，０００円を追加し、６億９７

６万４，０００円とするものです。

病院事業費用では、既決予定額に４７４万７，０００円を追加し、６億９７６万４，０

００円とするものであります。

他会計からの補助金、第３条、予算第８条に定めた一般会計から受ける補助金の予定額

を次のとおり補正する。

一般会計補助金につきましては、既決予定額に４７４万７，０００円を追加して、２億

２，７９６万３，０００円とするものです。

棚卸資産購入限度額、第４条、予算第９条に定めた棚卸資産の購入限度額を次のとおり

補正する。

棚卸資産購入限度額を既決予定額に４００万円を追加して、４，９０８万６，０００円

とするものです。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。
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それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。１７ページをお開き願います。別に

配付しております補足説明資料の２ページもお開き願います。１款病院事業費用、１項医

業費用、１目給与費は、組替えを行うものでありまして、既決予定額４億２１０万１，０

００円に変更はございません。給料としましては退職者に関わる給料７８０万円を減額、

職員の退職に伴う派遣看護師の増員のため報酬に７８０万円を追加といたしております。

給与費の明細につきましては、７ページから１４ページまでに掲載しておりますので、ご

参照願います。

２目材料費では、既決予定額に３００万円を追加し、４，６５１万５，０００円とする

もので、薬品費の２００万円の追加は治療薬購入の見込み及び帯状疱疹ワクチンなど助成

対象となり、購入量の増加による追加であります。診療材料費の１００万円の追加は、診

療材料の高騰及び検査試薬の購入数の増加に伴うもので、それぞれ執行状況を勘案しての

増額であります。

３目経費の既決予定額に１７４万７，０００円を追加し、８，４７２万２，０００円と

するもので、燃料費の１００万円の追加は重油の購入単価の増及び執行見込みによる追加

であります。修繕費の５９万７，０００円の追加は、消防設備点検等で指摘のありました

報知器等の修理に伴う修繕費の追加であります。雑費の１５万円の追加は、派遣看護師住

宅３戸分に関わる除雪費用の追加であります。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。１５ページをお開き願います。１款病院

事業収益、３項医業外収益、３目他会計負担金では、既決予定額に４７４万７，０００円

を追加し、１億６，８８１万７，０００円とするもので、他会計負担金に同額を計上、運

営費補助金として薬品費２００万円、診療材料費１００万円、燃料費１００万円、修繕費

５９万７，０００円、雑費１５万円分を追加計上するものであります。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８５号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。
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よって、議案第８５号 令和７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第８６号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１１、議案第８６号 令和７年度中頓別町水道事業会計

補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８６号 令和７年度中頓別町水道事業会計補正予算につき

まして、建設課、後藤担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 後藤建設課上下水道担当課長。

〇建設課上下水道担当課長（後藤晃昭君） よろしくお願いいたします。議案第８６号

令和７年度中頓別町水道事業会計補正予算についてご説明いたします。

議案１ページ目をお開き願います。令和７年度中頓別町水道事業会計補正予算。

総則、第１条、令和７年度中頓別町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによ

る。

収益的収入及び支出、第２条、令和７年度中頓別町水道事業会計予算（以下「予算」と

いう。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

水道事業収益につきましては、既決予定額に１７万円を追加し、１億５，４４７万３，

０００円とするものです。

水道事業費用では、既決予定額に１７万円を追加し、１億５，４４７万３，０００円と

するものであります。

他会計からの補助金、第３条、予算第８条に定めた一般会計から受ける補助金の予定額

を、次のとおり補正する。

補助金名、一般会計繰入金につきまして、既決予定額に１７万円を追加し、１億２４万

３，０００円とするものであります。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出のご説明をいたします。９ページをお開き願います。また、

別に配付しております水道事業会計説明資料をご参照ください。１款水道事業費用、１項

営業費用、４目総係費において既決予定額に１７万円を追加し、１，２２３万１，０００

円とするもので、燃料費に同額を計上、１１月１日の大雨により仮復旧状態であった取水

施設が目詰まりを起こし、取水量の確保が困難となったことから、消防へ給水活動を依頼、

浜頓別町の協力を得て、消防タンク車により浜頓別町で保水した水を浄水場配水池へ給水

を実施、浜頓別及び枝幸消防タンク車による給水活動に要した燃料費及び水道車に要する

燃料費についても不足が見込まれることから、自動車用燃料費として７万円追加するもの

です。また、取水施設の復旧までの間水中ポンプによる取水体制を取ったことから、発電
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機稼働に要した燃料費及び浜頓別、枝幸消防タンク車から浄水場配水池へ給水する際に要

したエンジンポンプの燃料費に不足が見込まれることから、その他燃料費として１０万円

追加するものです。

次に、収益的収支の収入のご説明をいたします。７ページをお開き願います。１款水道

事業収益、２項営業外収益、１目他会計補助金において既決予定額に１７万円を追加し、

４，３０７万６，０００円とするもので、他会計繰入金に同額を計上、収益的支出の燃料

費の補正に伴い収益のバランスを取るために設定するものです。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８６号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８６号 令和７年度中頓別町水道事業会計補正予算は原案のとおり可決

されました。

◎議案第８７号

〇議長（星川三喜男君） 日程第１２、議案第８７号 令和７年度中頓別町介護保険事業

特別会計（保険事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８７号、令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計保険事

業勘定分補正予算につきまして、土屋保健福祉課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、議案第８７号 令和７年度中頓別町介護保険

事業特別会計（保険事業勘定）補正予算についてご説明いたします。

議案１ページをお開き願います。令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業

勘定）補正予算。

令和７年度中頓別町の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算は、次に定める
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ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５６８万８，０００円

を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６，４７０万２，０００円とす

る。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１２ページをお開き願います。１

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に１３７万７，０００円を追加

し、３５６万７，０００円とするもので、１２節委託料のうち介護保険システム制度改正

改修委託料について介護報酬改定等に伴うシステム改修のため委託するもので、１３７万

７，０００円を追加するものでございます。

２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、２目介護予防サービス計画給付費では、

既定額に８万８，０００円を追加し、１０７万８，０００円とするもので、１８節負担金

補助及び交付金で介護予防サービス計画に係る給付費について今後の見込みにより予算が

不足するため、追加補正するものでございます。

３款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費では、既定額に２１

９万３，０００円を追加し、５６０万６，０００円とするもので、１７節負担金補助及び

交付金で通所介護及び訪問介護に係る介護予防サービス給付費につきまして今後の見込み

により予算が不足するため、追加補正するものでございます。

２項包括的支援事業・任意事業費、３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費で

は、既定額に４６万５，０００円を追加し、２７６万６，０００円とするもので、１節報

酬で会計年度任用職員の報酬について不足が見込まれるため、追加するものでございます。

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金では、既定額に１５６万５，０

００円を追加し、３７９万１，０００円とするもので、償還金事業において令和６年度の

介護給付費負担金の精算による額確定により介護給付費負担金国庫返還金について９９万

８，０００円を計上、また地域支援事業支援国庫交付金返還金につきましても令和６年度

の地域支援事業交付金の精算による額確定により５６万７，０００円を計上、合わせて１

５６万５，０００円を補正するものでございます。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に５６８万８，０００円を追加し、２億

６，４７０万２，０００円とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明いたします。８ページをお開き願います。３款支払基

金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金では、既定額に３万９，０００円

を追加し、６，４８８万７，０００円とするもので、先ほど歳出でご説明いたしました２

款保険給付費で計上しております介護予防サービス計画給付費に充当するため、標準給付
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費（介護給付費交付金）を追加。

２目地域支援事業支援交付金では、既定額に１３１万３，０００円を追加し、４０４万

６，０００円とするもので、同じく３款地域支援事業費で計上しております介護予防・生

活支援サービス事業の通所介護及び訪問介護に係る介護予防サービス給付費に充当するた

め、標準給付費（地域支援事業支援交付金）を補正するものでございます。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では、既定額に１万８，００

０円を追加し、４，００４万９，０００円とするもので、歳出の２款保険給付費で計上し

ております介護予防サービス給付費に充当するため標準給付費について計上。

２項国庫補助金、１目調整交付金から３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業）につきましても歳出で計上しております２款保険給付費及び３款地域支援事業費の

各事業に充当するため、それぞれ補正するものでございます。

６目介護保険事業費補助金では、新たに６８万８，０００円を計上するもので、歳出の

１款総務費で計上しております介護保険システム制度改正改修委託料に係る国の補助金と

して計上するものでございます。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金では、既定額に１万１，０００円

を追加し、３，８０３万８，０００円とするもので、歳出の２款保険給付費で計上してお

ります介護予防サービス給付費に充当するため、標準給付費（介護給付費負担金（道））

を計上。

２項道補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防事業）では、既定額に２７万４，０

００円を追加し、１０２万８，０００円とするもので、歳出の３款地域支援事業費で計上

しております介護予防・生活支援サービス事業の通所介護及び訪問介護に係る介護予防サ

ービス給付費に充当するため補正するものでございます。

２目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）では、既定額に９万円を追加し、

８７万５，０００円とするもので、歳出の３款地域支援事業費の包括的・継続的ケアマネ

ジメント事業の会計年度任用職員の報酬に充当するため補正するものでございます。

７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、既定額に１０６万４，００

０円を追加し、３，９１４万円とするもので、１節介護給付費繰入金から１０ページ、３

節地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）につきましては、歳出で計上してお

ります２款保険給付費及び３款地域支援事業費の各事業に充当するため、それぞれ補正す

るものでございます。４節その他繰入金につきましては、１款総務費の介護保険システム

制度改正改修委託料の財源とするため補正するものとなります。

８款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に１５６万５，０００円を追加し、３７９万

２，０００円とするもので、歳出の５款諸支出金の償還金事業における介護給付費負担金

国庫返還金及び地域支援事業支援国庫交付金返還金の財源とするため１５６万５，０００

円を補正するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入合計、既定額に５６８万８，０００円を追加し、２億
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６，４７０万２，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

いたします。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８７号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８７号 令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補

正予算は原案のとおり可決されました。

◎議案第８８号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第１３、議案第８８号 令和７年度中頓別町

介護保険事業特別会計（施設介護サービス事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第８８号、令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計施設介

護サービス事業勘定分補正予算につきまして、砂金長寿園施設長から説明をさせていただ

きます。

〇議長（星川三喜男君） 砂金老人ホーム長寿園施設長。

〇長寿園施設長（砂金昌明君） よろしくお願いいたします。議案第８８号、令和７年度

中頓別町介護保険事業特別会計施設サービス事業勘定補正予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。令和７度中頓別町の介護保険事業特別会計（施設介護サー

ビス事業勘定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７３万４，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，５８５万円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開き願います。１
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款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費では、既定額に７３万４，０００円を追加し、

２億３，５８５万円とするもので、１０節需用費では灯油及び重油の燃料費に不足が生じ

るものとして４９万円、ガス代として光熱水費に不足が生じるものについて８万円を追加

補正するものです。修繕費では、厨房のトイレが経年劣化により故障し、修繕が必要とな

っております。総額２１万２，０００円を特別会計、一般会計で案分し、１６万６，００

０円を追加するものです。非常用電源蓄熱電池交換では、非常用発電機蓄電池が経年劣化

により蓄電設備が起動せず、蓄電池の交換に伴い総額１１万６，０００円を特別会計、一

般会計で案分し、５万８，０００円を追加するものです。詳細につきましては、老人ホー

ム長寿園作成の補正予算補足説明書をご参照願います。

６ページをお開き願います。歳出、既定額に対し７３万４，０００円を追加し、２億３，

５８５万円といたしました。

続きまして、歳入のご説明をします。８ページをお開き願います。２款繰入金、１項他

会計繰入金、１目一般会計繰入金では、歳出に対して不足する収入について一般会計繰入

金７３万４，０００円を追加するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入、既定額に対し７３万４，０００円を追加し、２億３，

５８５万円とし、歳入歳出のバランスを取っているところであります。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８８号を採決

します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第８８号 令和７年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス

事業勘定）補正予算は原案のとおり可決されました。

◎閉会中の継続調査申出について

〇議長（星川三喜男君） 日程第１４、閉会中の継続調査申出の件を議題とします。

議会運営委員会、いきいきふるさと常任委員会の各委員長から、お手元に、皆さんのと

ころに配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。本件については、各委員長の申出のとおり決することにご異議ございま
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せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、各委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎閉会の議決

〇議長（星川三喜男君） お諮りします。

本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

◎閉会の宣告

〇議長（星川三喜男君） これで本日の会議を閉じます。

令和７年第４回中頓別町議会定例会を閉会といたします。

（午後 ３時１３分）
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上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために

ここに署名する。

中頓別町議会議長
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